
　2018年1月号 20

☎0745-82-8000（代）

市役所の開庁時間
午前 8時 30分～
　　　午後 5時 15分
（土・日曜日、祝日、
　　　　年末年始は閉庁）

確
定
申
告
の
受
付
は
お
早
目
に

　
　
　

    

受
付
期
間
：
２
月
16
日
～
３
月
15
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問 

税
務
課
（
☎
82
・
１
３
０
６
／
IP
☎
88
・
９
０
７
２
）

■
次
の
機
会
を
利
用
い
た
だ
き
、
確
定
申
告
書
の
提
出
を

■
確
定
申
告
指
導
会
場
は
桜
井
市
商
工
会
館
で
す

　
　
【
期
間
】
2
月
16
日
（
金
）
～
3
月
15
日
（
木
）

　
　
　

 

午
前
9
時
～
午
後
4
時　

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

　
　
【
場
所
】
桜
井
市
商
工
会
館　

3
階

※
詳
し
く
は
、
今
月
号
の
折
込
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
桜
井
税
務
署
（
☎
０
７
４
４
・
42
・
３
５
０
１
）

相　談 日　時 内　容

年金相談

桜井税務署主催

2 月 9 日（金）
　 13 日（火）

午前 9 時 30 分～午後 3 時

　年金収入のみの方につ
いて、還付申告の相談を
受けます。なお、市県民
税の申告は行っていませ
ん。

税理士相談

近畿税理士会
桜井支部主催

2 月 16 日（金）
19 日（月）・20 日（火）

午前 9 時～午後 3 時 30 分
（正午～午後 1 時を除く）

　専門の税理士が無料で
確定申告の相談を受けま
す。ただし、土地・建物
や株式等の譲渡、贈与税、
相続税の相談は行ってい
ません。

■
市
役
所
・
地
域
事
務
所
で
も
確
定
申
告
を

受
付
し
ま
す

　

受
付
で
き
る
確
定
申
告
は
、
簡
易
な
申
告
（「
確
定

申
告
書
Ａ
」）
の
方
だ
け
で
す

　

次
の
場
合
は
、
桜
井
商
工
会
館
で
相
談
く
だ
さ
い
。

○
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
）　

○
不
動
産
所
得

○
譲
渡
所
得
（
土
地
・
建
物
・
株
式
）
○
変
動
所
得 

○
臨
時
所
得　

○
繰
越
控
除　
　

○
損
失
申
告 

○
青
色
申
告　

○
準
確
定
申
告　

○
相
続
税 

○
贈
与
税　
　

○
消
費
税

○
平
成
28
年
以
前
の
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
申
告 

な
ど

　

ま
た「
確
定
申
告
書
Ａ
」の
方
で
も
、
申
告
の
内
容

に
よ
っ
て
は
税
務
署
で
相
談
し
て
い
た
だ
く
場
合
が

あ
り
ま
す
。

※混雑などに応じて早めに受付を終了する場合があります。
　できるだけお早目にお越しください。

【会場】市役所（4 階大会議室）

問桜井税務署（☎ 0744-42-3501）

確
定
申
告
（
市
役
所
相
談
分
）

の
提
出
方
法
が
変
わ
り
ま
す
！

　

平
成
29
年
分
確
定
申
告
か
ら
、
市

役
所
申
告
相
談
会
場
で
作
成
さ
れ

た
確
定
申
告
書
は
、
電
子
デ
ー
タ

で
税
務
署
に
提
出
で
き
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
な
お
、
各
地
域
事

務
所
で
の
申
告
相
談
は
、
従
来
ど

お
り
書
面
で
の
提
出
に
な
り
ま
す
。

ど
う
変
わ
る
？

○
添
付
書
類
の
提
出
が
不
要
に

　

た
だ
し
、
控
除
内
容
の
確
認
は

必
要
で
す
の
で
、
添
付
書
類
は
必

ず
持
参
の
こ
と
。
確
認
後
返
却
し

ま
す
。

○
還
付
申
告
に
つ
い
て
は
、
早
期
の

還
付
（
３
週
間
程
度
）
が
可
能
に

※
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
、
書
面

提
出
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

受付会場 受付期間

市役所
（4 階大会議室）

2 月 16 日 ( 金 ) ～
26 日 ( 月 )

3 月 7 日 ( 水 ) ～
15 日 ( 木 )

※土・日曜日を除く

大宇陀
地域事務所

2 月 27 日 ( 火 )
　　28 日 ( 水 )

菟田野
地域事務所

3 月 1 日 ( 木 )
　　2 日 ( 金 )

室生
地域事務所

3 月 5 日 ( 月 )
　　6 日 ( 火 )

※受付はすべて午前９時～午後 4 時 30 分です。
詳しくは、今月号折込チラシをご覧ください。

■各会場での受付期間が変わります

　 今年度より申告相談は、市役所と各地
域事務所を巡回して行います。各地域
事務所での受付期間中は本庁での受付
は行いませんのでご注意ください。

確定申告の受付はお早めに　受付期間：2 月 16 日～ 3 月 15 日



特
　
　
集

市
政
ト
ピ
ッ
ク
ス

う
だ
ぢ
か
ら

ま
ち
の
わ
だ
い

病
院
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス

み
ん
な
で
子
育
て

お
知
ら
せ

掲
示
板

う
だ
チ
ャ
ン

お
知
ら
せ

　2018年1月号21

確 

定 

申 

告

■
市
県
民
税
の
申
告
と
は

　

市
県
民
税
の
申
告
は
、
平
成
30
年

1
月
1
日
現
在
で
宇
陀
市
に
住
民
票

を
置
か
れ
て
い
る
方
（
置
か
れ
て
い

た
方
）
に
、
前
年
中
（
平
成
29
年
1

月
1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
1
年

間
）
の
所
得
を
申
告
し
て
い
た
だ
く

も
の
で
、
市
県
民
税
、
国
民
健
康
保

険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
等

を
算
出
す
る
基
礎
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
証
明
書
や
課
税
（
非

課
税
）
証
明
書
等
の
公
的
な
証
明
書

の
発
行
に
も
必
要
で
す
。

　

な
お
、
申
告
用
紙
は
税
務
課
、
各

地
域
事
務
所
に
あ
り
ま
す
。

■
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

○
前
年
中
に
給
与
や
年
金
以
外
の
所

得
が
あ
っ
た
方

○
給
与
所
得
者
で
、

　

①
給
与
の
ほ
か
に
別
の
所
得
が
あ

る
方

　

②
給
与
を
2
か
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
る
方

○
給
与
所
得
者
や
年
金
所
得
者
で
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
や

国
民
健
康
保
険
税
等
）
や
医
療
費

等
各
所
得
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
方

○
申
告
で
扶
養
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
方

○
前
年
中
に
収
入
の
な
い
方
、
も
し

く
は
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
（
非

課
税
）
の
み
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
で
、
な
お
か
つ
、
同
居
の
配
偶

者
や
子
ど
も
等
の
、
税
法
上
の
扶

養
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
方

（
国
保
税
・
後
期
医
療
保
険
料
お

よ
び
一
部
負
担
金
の
算
定
の
た
め

に
申
告
が
必
要
で
す
。）

※
保
険
税
（
料
）
の
軽
減
制
度
の
対

象
と
な
る
た
め
に
は
、
世
帯
主
お
よ

び
加
入
者
全
員
の
申
告
が
必
要
で
す
。

■
市
県
民
税
の
申
告
の
必
要
が
な
い
方

○
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方

○
給
与
所
得
の
み
で
、
年
末
調
整
を

受
け
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
変
更

が
な
い
方

■
確
定
申
告
・
市
県
民
税
申
告
に
必
要

な
も
の

○
確
定
申
告
書
ま
た
は
市
県
民
税
申

告
書　

○
印
鑑　

○
給
与
所
得
者
・

年
金
所
得
者
は
、
源
泉
徴
収
票
（
平

成
29
年
分
）　

○
各
保
険
料
（
生
命

保
険
・
個
人
年
金
・
介
護
医
療
・
地

震
・
国
民
年
金
）
の
支
払
証
明
書
（
平

成
29
年
中
支
払
分
）　

○
医
療
費
控
除
の
明
細
書
（
平
成
29

年
中
の
支
払
分
の
医
療
費
に
つ
い

市
県
民
税
の
申
告
は
、
市
役
所
・
地
域
事
務
所
へ

　
　
　
　
　
　
　
　

                         　
　
受
付
期
間
は
、
確
定
申
告
と
同
様
で
す

て
、
今
回
の
申
告
よ
り
領
収
書
の
添

付
が
不
要
に
な
り
ま
す
。（
領
収
書
は

5
年
間
保
管
し
て
く
だ
さ
い
）
あ
ら

か
じ
め
支
払
い
額
等
を
計
算
し
て
、

明
細
書
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
保

険
や
還
付
等
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額

の
明
記
も
お
忘
れ
な
く
。）

○
事
業
所
得
者
は
収
支
内
訳
書　

○
そ
の
他
所
得
計
算
や
控
除
に
必
要

な
帳
簿
類
や
証
書

○
本
人
確
認
書
類
：
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
も
し
く
は
、
番
号
確
認
書
類

（
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）
＋ 

身
元
確
認

書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

■
国
民
健
康
保
険
税
の
口
座
振
替
納

税
者
の
み
な
さ
ん
へ

　

市
で
は
、
軽
自
動
車
税
を
除
く
各

税
の
「
口
座
振
替
領
収
済
み
の
お
知

ら
せ
」
を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。
申

告
の
際
の
「
社
会
保
険
料
控
除
額
」

と
し
て
、
平
成
29
年
中
に
支
払
わ
れ

た
「
国
民
健
康
保
険
税
」
の
額
を
書

面
で
必
要
な
方
は
、
税
務
課
、
各
地

域
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

■
高
額
療
養
費
の
支
給
申
請
に
は
医

療
機
関
等
の
領
収
書
（
写
し
）
が

必
要
で
す

　

高
額
療
養
費
の
支
給
申
請
に
は
支

払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
（
写
し
）

を
提
出
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

平
成
29
年
中
の
医
療
費
で
高
額
療

養
費
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

方
は
、
領
収
書
の
コ
ピ
ー
を
ご
準
備

く
だ
さ
い
。

　

高
額
療
養
費
支
給
申
請
を
さ
れ
る

方
は
、
領
収
書
・
印
鑑
・
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
分
か
る
も
の（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー

ド
な
ど
）・
本
人
確
認
書
類
を
お
持

ち
の
う
え
、
手
続
き
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
の
申
告
は

　
　
　

１
月
31
日
ま
で
に

償
却
資
産
と
は

　

個
人
や
法
人
で
工
場
・
商
店
等

を
経
営
し
て
い
る
方
が
、
そ
の
事

業
の
た
め
に
使
用
す
る
構
築
物
や

器
具
・
備
品
等
（
主
に
土
地
・
家

屋
を
除
く
耐
用
年
数
1
年
以
上
、

取
得
価
格
10
万
円
以
上
）
の
資
産

の
こ
と
で
す
。

太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い
て

　

法
人
・
個
人
事
業
主
が
所
有
し

て
い
る
太
陽
光
発
電
設
備
は
、
売

電
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
償
却
資
産

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
個
人
で
所
有
し
て
い
る
も
の
で

10
ｋ
Ｗ
未
満
の
も
の
は
、
償
却
資

産
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

【
申
告
が
必
要
な
方
】

○
平
成
30
年
1
月
1
日
現
在
、
償

却
資
産
を
有
す
る
市
内
で
事
業

を
営
ん
で
い
る
個
人
、
法
人
。

　

ま
た
は
、
市
内
で
事
業
は
営
ん

で
い
な
い
が
、
市
内
に
事
業
用

の
償
却
資
産
を
貸
し
付
け
て
い

る
個
人
、
法
人
。

【
提
出
期
限
】
1
月
31
日
（
水
）

【
個
人
番
号
・
法
人
番
号
の
確
認
】

　

償
却
資
産
申
告
書
に
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
ま
た
は
法
人
番
号
の
記
載

が
必
要
で
す
。

　

個
人
の
方
は
、
番
号
確
認
書
類

と
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は

写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

本人確認書類を
忘れないで！

確定申告　受付期間（2/16 ～ 3/15）

保
険
年
金
課
か
ら
ご
案
内

問
保
険
年
金
課

（
☎
82
・
３
６
７
２
／
IP
☎
88
・
９
０
８
６
）

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

　確定申告・市県民税申告などの税
申告の手続きには、原則として申告
書への個人番号の記載が必要です。
　また、提出の際には、番号の確認
のため、番号確認書類（個人番号通
知カードなど）と本人確認書類（免
許証など）の提示または写しの添付
が必要です。

※個人番号の記載が困難で、未記入で
あっても申告書の提出は可能です。

確定申告の受付はお早めに　受付期間：2 月 16 日～ 3 月 15 日



　2018年1月号 22

　問危機管理課（☎ 82-1304/IP ☎ 88-9070）

台風第 21 号などの自然災害で被災された方に対する

生活支援制度についてご案内します

　台風の自然災害（風水害）で被災された方には心からお見舞い申し上げます。
　被災された方を対象にした主な生活支援制度についてご案内します。対象
と思われる方は、各担当課にご相談ください。
　なお、各手続きについては、罹災証明書や被災状況の写真などが必要にな
りますので、各担当窓口でご確認ください。

罹災証明書 ･ 罹災届出証明書の発行
　自然災害 ( 風水害 ) を受けた住家等に､ 被災者からの申
請に基づき住家の被害認定調査を実施し､ 調査結果に応
じた罹災証明書を交付します｡
　また､ 動産や工作物などの家屋以外の被害の場合は､
罹災届出証明書の交付をします｡

問危機管理課（☎ 82-1304/IP ☎ 88-9070）

　台風第 21 号・22 号による被害の場合 (1 月 31 日まで ) 
　問税務課（☎ 82-1306/IP ☎ 88-9072） 市民税 ･ 固定資産税の減免

○市民税の減免
　　災害により､ 納税義務者等が所有する住宅または家

財などの被害について､ 損害金額の割合 (3/10 以上 )
と前年中の合計所得金額により､ 減免の割合が変わりま
す。( 損害金額には保険金､ 損害賠償金により補てんさ
れるべき金額は除く )

○固定資産税の減免
　　災害により被災された方が所有する固定資産 ( 土地､

家屋､ 償却資産 ) について､ 被害物件にかかる被害の程
度 (2/10 以上 ) により減免の割合が変わります。

【対象となる税額】申請時点で納期限が過ぎていない税額　

　問税務課（☎ 82-1306/IP ☎ 88-9072）

介護保険料の減免  
【対象】市内在住の 65 歳以上の被保険者で、災害により､

自己の所有する居住用の住宅または家財に 30% 以上に
相当する額の損害を受けた方

【対象となる保険料】申請時点で納期限が過ぎていない介
護保険料

問介護福祉課（☎ 82-3675/IP ☎ 88-9088）

国民健康保険税
　および保険一部負担金の減免・猶予
【対象】国民健康保険に加入している世帯で､ 災害により

資産に重大な損害を受け､ 生活が著しく困難となった方

　本人などからの免除申請により､ 被害状況 ･ 生活状況や
収入などを調査して判定されます｡

問保険年金課（☎ 82-3672/IP ☎ 88-9086）

社会福祉協議会災害見舞金の支給
　および生活福祉資金の貸し付け
○災害見舞金等の支給

【対象】自然災害 ( 風水害 ) により住家が被害にあった方
で､　宇陀市災害見舞金を支給された方｡

○生活福祉資金の貸し付け
【対象】①低所得世帯  ②障がい者世帯  ③高齢者世帯
※貸し付けを受けるには所得要件などの審査があります。

【対象経費】自然災害 ( 風水害 ) により住家が被害にあっ
て､ 修繕などの必要となる経費
問社会福祉協議会（☎ 84-4116/IP ☎ 88-9202）

災害見舞金等の支給  
　市内に住所がある世帯で､ 災害救助法が適用されない
自然災害や､ 火災により､ 住家 ( アパートなどにおいては
その専用部分 ) が被害を受けられた方に､ その被害の程度
により災害見舞金を支給します｡ なお、支給金額は、被
害認定調査の結果に基づき決定します。

【対象物件】
・住家の全壊・半壊
・住家の部分壊 ( 半壊には至らないが､ 相当損壊したもの )
・住家の床上浸水や土砂竹木のたい積により一時的に居住
することができないもの
問厚生保護課（☎ 82-2221/IP ☎ 88-9079）

所得税の雑損控除  
  災害などにより住宅や家財などに損害を受けた場合は､
確定申告を行うことで所得税 ･ 住民税 ( 所得割 ) の全部ま
たは一部を軽減することができます｡
問桜井税務署（☎ 0744-42-3501）

保育料等の減免
【対象】災害により、住家が半壊以上の損害を受けた方

【対象となる保険料】市内の幼稚園、保育所、こども園に
係る利用者負担額、延長保育料、預かり保育料で申請時
点で納期限が過ぎていないもの

問こども未来課（☎ 82-2236/IP ☎ 88-9080）



特
　
　
集

市
政
ト
ピ
ッ
ク
ス

う
だ
ぢ
か
ら

ま
ち
の
わ
だ
い

病
院
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス

み
ん
な
で
子
育
て

お
知
ら
せ

掲
示
板

う
だ
チ
ャ
ン
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お
知
ら
せ

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　

自
営
業
者
・
学
生
・
フ
リ
ー
タ
ー
・

無
職
の
方
な
ど
が
20
歳
に
な
れ
ば
、

住
所
地
の
市
役
所
で
国
民
年
金
第
１

号
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
、

厚
生
年
金
保
険
の
加
入
者
本
人
（
第

２
号
被
保
険
者
）
や
、
第
２
号
被
保

険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
の

方
が
20
歳
に
な
っ
た
と
き
は
、
第
２

号
被
保
険
者
の
勤
務
先
で
の
手
続
き

が
必
要
で
す
。

国
民
年
金
は
な
ぜ
必
要
？

　

国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活
保
障

だ
け
で
な
く
、
万
が
一
、
病
気
や

ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、
一

家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
な

ど
に
、
あ
な
た
や
あ
な
た
の
家
族
を

守
っ
て
く
れ
ま
す
。
国
民
年
金
の
加

入
手
続
き
を
き
ち
ん
と
し
て
、
保
険

料
を
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
方
は
、
納
付
猶
予
制

度
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、
国
民
年

金
の
加
入
手
続
き
と
併
せ
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課

（
☎
82
・
３
６
７
２
／
IP
☎
88
・
９
０
８
６
）

問
桜
井
年
金
事
務
所

（
☎
０
７
４
４
・
42
・
０
０
３
３
）

○
同
居
親
族
が
い
る
人
。
婚
約
中
で

入
居
指
定
日
ま
で
に
婚
姻
で
き
る

人
、
事
実
上
婚
姻
（
内
縁
）
関
係
に

あ
る
人
（
住
民
票
に
よ
り
確
認
で
き

る
人
）。

○
世
帯
全
員
の
基
準
月
収
額
が

15
万
８
千
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　

た
だ
し
、
裁
量
世
帯
に
該
当
す
る

人
は
21
万
４
千
円
以
下
の
こ
と
。

※
基
準
月
収
額
と
は
「
年
間
総
収
入

額
」
か
ら
「
年
間
所
得
金
額
」
を

計
算
し
、「
世
帯
の
年
間
所
得
金
額
」

を
求
め
、「
世
帯
の
控
除
合
計
額
」

の
差
引
額
を
12
か
月
で
割
戻
し
た

額
で
す
。

○
市
税
そ
の
他
市
に
対
す
る
納
入
金

の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

○
申
込
者
ま
た
は
同
居
親
族
が
暴
力

団
の
構
成
員
で
な
い
こ
と
。

※
入
居
資
格
審
査
会
で
入
居
申
込
者

の
実
態
調
査
と
資
格
審
査
を
行
い
、

資
格
の
有
無
を
審
査
し
ま
す
。

※
単
身
入
居
、
裁
量
世
帯
な
ど
、
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
入
居
者
の
決
定
方
法
】

　

く
じ
に
よ
る
抽
選

抽
選
会
日
時　

2
月
16
日
（
金
）

※
詳
細
は
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す

【
入
居
指
定
日
】
３
月
１
日
（
木
）

※
市
営
住
宅
は
建
築
年
数
も
経
過
し
、

壁
等
に
傷
や
汚
れ
な
ど
が
あ
り
ま

す
が
、
修
繕
で
き
か
ね
る
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。
予
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

問
公
営
住
宅
課

（
☎
82
・
５
６
４
２
／
IP
☎
88
・
９
０
９
６
）

■ 笠 神 団 地 2 0 5 号 （ 公 営 住 宅 ）
団 地 の 住 所 菟田野松井 252-1
構 造 / 建 設 年 度 RC 造 4 階建 / 平成 9 年
間 取 り / 面 積 3LDK/74.24㎡ ( 家族世帯向け )
家 賃 19,000 円～ ( 収入に応じて算出 )
共 益 費 2,000 円 ( 年度毎に変動する場合あり )
駐車場 2,000 円（必要な場合、１戸につき１台のみ）

■ 第 １ 団 地 2 7 号 （ 公 営 住 宅 )
団 地 の 住 所 大宇陀小附 1686
構 造 / 建 設 年 度 簡易耐火構造 2 階建 / 昭和 56 年
間 取 り / 面 積 3DK/65.72㎡
家 賃 7,000 円～ ( 収入に応じて算出 )

■ 大 野 東 団 地 2 0 1 号 （ 公 営 住 宅 ）
団 地 の 住 所 室生大野 1582
構 造 / 建 設 年 度 簡易耐火構造 2 階建 / 平成 3 年
間 取 り / 面 積 3DK/72.85㎡ ( 家族世帯向け )
家 賃 17,200 円～ ( 収入に応じて割増 )

※それぞれ家賃の３か月分の敷金が必要です。

■募集物件一覧 市
営
住
宅
空
き
家
入
居
者
定

期
募
集

　

市
営
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活
用
を

図
る
た
め
、
入
居
者
募
集
を
行
い
ま
す
。

【
募
集
期
間
】
1
月
９
日
（
火
）
～

19
日
（
金
）
の
開
庁
日

【
申
し
込
み
】
申
込
書
に
よ
り
問
へ

（
郵
送
不
可
）※
１
世
帯
１
戸
の
み
。

【
必
要
書
類
】
入
居
申
込
書
、
誓
約

書
、
市
税
完
納
証
明
書
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
な
ど

【
申
込
資
格
】

○
平
成
30
年
１
月
８
日
時
点
で
市
内

に
住
所
が
あ
る
人
、
ま
た
は
市
内

に
勤
務
し
て
お
り
、
住
む
と
こ
ろ

に
困
っ
て
い
る
人
（
持
ち
家
が
あ

る
人
は
原
則
的
に
不
可
）。

           凍結から水道管を
                                                     守ろう‼
水道管は寒さが苦手
　冬は水道管の凍結対策をお願いします。
　これからの時期、寒さがさらに厳しくなり、気温が０℃
以下になる日が多くなります。
寒さが原因で水道管の凍結や器具破損による漏水が頻発
し、思いもよらぬ使用料の増加となることがあります。

長期間使用しない場合
　止水栓を自ら閉じておくか水道局へ閉栓依頼を行う
か、あるいは水道管の保温、器具の水抜きなどの凍結対
策を行ってください。

漏水した場合
　止水栓を閉じて速やかに水道工事業者
に修理を依頼してください。
 問水道局（☎ 82・2185 ／ IP ☎ 88・9067）

冬到来
！

く
ら
し
・
環
境　
他

奈良県宇陀市公式
宇陀市の魅力を

「＃宇陀イイトコロ」「＃宇陀びより」で
　　　　　　投稿お待ちしています



　2018年1月号 24

宇陀市男女共同参画計画 第２次 ( 素案 )
パブリックコメントを実施

　
　この計画は、「男女共同参画社会基本法」に基づき、
男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを計画的
に進めるために策定するものです。また、今回、平
成 27 年 8 月に制定された「女性活躍推進法」およ
び「ＤＶ防止法」に規定する「市町村推進計画」と
して位置づけています。
　この計画（案）に対し、みなさんからのご意見を
募集します。

【募集期間】1 月 10 日（水）～ 31 日（水）
※計画書は、市ホームページのほか、人権推進課窓口
で閲覧できます。

【提出方法】様式はインターネット、また人権推進課で
配布

※電話や窓口での口頭による意見はお受けできません。

東
奈
良
名
張
ツ
ー
リ
ズ
ム

　
　
　
　
　
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
主
催

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
お
も
て
な
し
セ

ミ
ナ
ー
第
２
弾

　

12
月
に
行
っ
た
「
外
国
人
お
も
て

な
し
セ
ミ
ナ
ー
」
の
続
編
。
各
地

で
活
躍
中
の
通
訳
案
内
士
の
視
点
か

ら
、
ガ
イ
ド
と
し
て
の
お
も
て
な
し

に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

平
成
30
・
31
年
度
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
の
受
付
実
施

　

市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
関
係
等

の
入
札
に
参
加
す
る
に
は
、
資
格
審

査
申
請
（
指
名
願
）
が
必
要
で
す
。

【
受
付
対
象
業
者
】

○
建
設
工
事

　

建
設
業
法
に
よ
る
許
可
、
お
よ
び

同
法
の
規
定
に
よ
る
経
営
に
関
す

る
事
項
の
審
査
を
受
け
て
い
る
者

※
許
可
業
種
の
う
ち
経
営
事
項
審
査
結

果
に
完
成
工
事
高
が
あ
る
業
種
に
限
る

○
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等

　

各
関
係
法
令
・
各
登
録
規
程
に
基

づ
く
登
録
業
者

・
測
量
業
者　

・
建
築
設
計
業
者

・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者

・
地
質
調
査
業
者

・
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者

・
そ
の
他
、
関
係
業
務
を
希
望
す
る

者
（
い
ず
れ
も
、
業
務
上
必
要
な
許

可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
）

※
受
注
実
績
の
あ
る
業
務
に
限
る

【
有
効
期
間
】
4
月
1
日
（
日
）
～

平
成
31
年
度
末

【
受
付
期
間
】
2
月
1
日
（
木
）
～

28
日
（
水
）
業
務
時
間
中

【
提
出
書
類
】
関
係
書
類
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手

問
管
財
課

（
☎
82
・
３
６
３
２
／
IP
☎
88
・
９
０
８
４
）

宇
陀
市
歴
史
文
化
講
演
会

　

宇
陀
は
古
く
は
『
古
事
記
』『
日
本

書
紀
』
に
も
登
場
し
、
古
代
か
ら
現

代
に
至
る
ま
で
「
悠
久
の
歴
史
」
を

各
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
。

　

今
回
は
、「
続
日
本
１
０
０
名
城
」

選
定
委
員
で
あ
る
城
郭
考
古
学
専
門

家
を
講
師
に
、
中
世
～
近
世
の
山
城

を
通
し
た
宇
陀
の
歴
史
を
辿
り
ま
す
。

【
日
時
】
１
月
20
日
（
土
）

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

【
場
所
】
文
化
会
館
（
大
宇
陀
拾
生
）

【
演
題
】

「
城
か
ら
宇
陀
の
歴
史
を
考
え
る

―
続
日
本
１
０
０
名
城 

宇
陀
松
山
城

　

か
ら
辿
る
―
」

【
講
師
】
千
田
嘉
博 

氏
（
奈
良
大
学 

文
学
部
文
化
財
学
科 

教
授
）

【
参
加
費
・
申
し
込
み
】
不
要

問
文
化
財
課

（
☎
82
・
３
９
７
６
／
IP
☎
88
・
９
３
６
５
）

問人権推進課 （☎ 82・2147 ／ IP ☎ 88・9077）

【
日
時
】
１
月
20
日
（
土
）

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

【
場
所
】
美
榛
苑
（
榛
原
福
地
）

【
演
題
】
訪
日
外
国
人
受
入
れ
の
際
に

必
要
と
な
る
ガ
イ
ド
養
成
に
つ
い
て

【
講
師
】
野
村
秀
樹 

氏
・
櫻
井
健 

氏　

　
（
通
訳
案
内
士
）

【
定
員
】
50
名　
【
参
加
費
】
無
料

【
申
し
込
み
】
氏
名
、
住
所
、
電
話
番

号
を
明
記
し
問
へ

問
商
工
観
光
課

（
☎
82
・
２
４
５
７
／
IP
☎
88
・
９
０
８
１
／

Ｆ
Ａ
Ｘ 

82
・
８
２
１
１
）

う
だ
を
語
る
小
さ
な
講
演
会

「
う
だ
ん
ぎ
」Vol.

２

　

宇
陀
市
の
記
紀
万
葉
や
歴
史
を

作
っ
て
き
た
人
物
に
焦
点
を
あ
て
、

よ
り
深
く
宇
陀
を
語
り
ま
す
。

【
日
時
】
2
月
4
日
（
日
）
午
後
2

時
～
4
時

【
場
所
】
室
生
振
興
セ
ン
タ
ー
（
室

生
大
野
）

【
演
題
】
宇
陀
と
弘
法
大
師
の
関
わ

り
に
つ
い
て

【
講
師
】
櫻
木　

潤
氏
（
高
野
山
大

学　

助
教
授
）

【
定
員
】
30
名　
【
参
加
費
】
無
料

【
申
し
込
み
】
氏
名
、
住
所
、
電
話
番

号
を
明
記
し
問
へ
。

問
宇
陀
市
記
紀
・
万
葉
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
事
務
局
【
商
工
観
光
課
内
】

（
☎
82
・
２
４
５
７
／
IP
☎
88
・
９
０
８
１
／

Ｆ
Ａ
Ｘ 
82
・
８
２
１
１
）

職
員
募
集

■
総
務
課

　
事
務
員　
　
　
　
　
（
臨
時
職
員
）

【
募
集
人
員
】
1
名

【
職
務
内
容
】
電
話
交
換
業
務
、
軽

易
な
事
務
補
助
な
ど

【
勤
務
場
所
】
市
役
所
総
務
課

【
要
件
】
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
（
初
級

程
度
）
が
使
え
る
63
歳
未
満
の
人

【
雇
用
期
間
】
4
月
1
日
（
日
）
～

平
成
31
年
3
月
31
日
（
日
）

【
勤
務
時
間
】
午
前
8
時
30
分
～
午

後
5
時
15
分
（
休
憩
1
時
間
）

【
時
給
】
８
４
０
円

【
申
し
込
み
】
1
月
25
日
（
木
）
ま
で

に
履
歴
書
を
提
出

問
総
務
課

（
☎
82
・
１
３
０
２
／
IP
☎
88
・
９
０
６
８
）

■
自
主
放
送
ス
タ
ジ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
臨
時
職
員
）

【
募
集
人
員
】
2
名

【
職
務
内
容
】
自
主
放
送
番
組
の
制

作
（
主
に
番
組
編
集
業
務
等
）

【
勤
務
場
所
】
自
主
放
送
ス
タ
ジ
オ

【
要
件
】
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

　

①
テ
レ
ビ
番
組
制
作
に
関
心
や
興

味
が
あ
る
人
（
経
験
者
・
資
格
者

優
先
）　

②
満
20
歳
以
上
の
人

　

③
ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
、
パ
ワ
ー

ポ
イ
ン
ト
な
ど
の
パ
ソ
コ
ン
操
作

（
中
級
程
度
）
の
で
き
る
人

　

④
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
番
組
で
の
音

声
・
読
み
上
げ
）
の
で
き
る
人



特
　
　
集

市
政
ト
ピ
ッ
ク
ス

う
だ
ぢ
か
ら

ま
ち
の
わ
だ
い

病
院
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス

み
ん
な
で
子
育
て

お
知
ら
せ

掲
示
板

う
だ
チ
ャ
ン

産
業
・
ま
ち
づ
く
り
他

お
知
ら
せ

　2018年1月号25

【
雇
用
期
間
】
4
月
1
日
（
日
）
～

平
成
31
年
3
月
31
日
（
日
）

【
勤
務
日
】
週
3
日
程
度

【
時
給
】
１
，
０
５
０
円

【
申
し
込
み
】
1
月
31
日
（
水
）
ま
で

に
履
歴
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

【
選
考
方
法
】
書
類
選
考
、
面
接
、

パ
ソ
コ
ン
操
作
試
験
な
ど

問
宇
陀
市
自
主
放
送
ス
タ
ジ
オ

〒
６
３
３・
０
２
５
４

榛
原
高
萩
台
75
番
地　

グ
リ
ー
ン
ス
ク
エ
ア
Ⅱ
番
館
１
階

（
☎
／
IP
☎
82
・
２
４
９
７
）

■
文
化
財
課

　
文
化
財
調
査
補
助
員
（
臨
時
職
員
）

【
募
集
人
員
】
若
干
名

【
職
務
内
容
】
文
化
財
・
出
土
品
の
整

理
業
務
、
文
化
財
情
報
の
整
理
・

デ
ー
タ
入
力

【
勤
務
場
所
】
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

「
千
軒
舎
」、
大
宇
陀
体
育
館

【
要
件
】
平
日
週
２
・
３
日
勤
務
可
能

で
、
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
（
初
級

程
度
）
が
使
え
る
63
歳
未
満
の
人

（
平
成
30
年
4
月
1
日
現
在
）

【
雇
用
期
間
】
4
月
1
日
（
日
）
～
平

成
31
年
3
月
31
日
（
日
）

【
勤
務
時
間
】
午
前
9
時
～
午
後
５
時

（
休
憩
１
時
間
）

【
時
給
】
８
４
０
円

【
申
し
込
み
】
1
月
22
日
（
月
）
ま
で

に
、
履
歴
書
を
提
出

問
文
化
財
課

（
☎
82
・
３
９
７
６
／
IP
☎
88
・
９
３
６
５
）

■
ま
ち
づ
く
り
支
援
課

　
地
域
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
臨
時
職
員
）

【
募
集
人
員
】
若
干
名

【
職
務
内
容
】
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

の
活
動
を
側
面
か
ら
支
援
し
、
地

域
の
方
々
と
と
も
に
積
極
的
な
地

域
づ
く
り
活
動
を
支
援
す
る
こ
と

【
勤
務
場
所
】
宇
陀
市
役
所
ま
た
は

各
地
域
事
務
所

【
要
件
】
①
地
域
づ
く
り
に
関
心
が

あ
る
人　

②
63
歳
未
満
の
人
（
平

成
30
年
4
月
1
日
現
在
）
③
ワ
ー

ド
、
エ
ク
セ
ル
等
の
パ
ソ
コ
ン
操

作
（
初
級
程
度
）
の
で
き
る
人　

④
普
通
免
許

【
雇
用
期
間
】
4
月
1
日
（
日
）
～

平
成
31
年
3
月
31
日
（
日
）

【
勤
務
時
間
】
午
前
8
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分
（
休
憩
1
時
間
）

【
勤
務
日
】
週
5
日

【
時
給
】
８
4
０
円

【
申
し
込
み
】
応
募
用
紙
（
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）・

履
歴
書
・
レ
ポ
ー
ト
（
地
域
づ
く

り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
活
か
し
た
い

私
の
経
験
や
能
力
や
意
気
込
み
、

取
り
組
み
た
い
こ
と
の
テ
ー
マ
で

４
０
０
字
詰
め
原
稿
用
紙
3
枚
程

度
）
を
2
月
16
日
（
金
）
ま
で
に

郵
送
ま
た
は
持
参

【
選
考
方
法
】
書
類
選
考
・
面
接

問
ま
ち
づ
く
り
支
援
課

（
☎
82
・
３
９
１
０
／
IP
☎
88
・
９
０
９
４
）

■
こ
ど
も
未
来
課

　
保
育
所（
園
）調
理
員（
臨
時
職
員
）

【
募
集
人
員
】
1
名

【
勤
務
場
所
】
市
立
保
育
所
（
園
）

【
要
件
】
調
理
師
免
許
証
を
有
す
る
63

歳
未
満
の
人
（
平
成
30
年
4
月
1

日
現
在
）

【
雇
用
期
間
】
4
月
1
日
（
日
）
～

平
成
31
年
3
月
31
日
（
日
）

【
勤
務
時
間
】
午
前
8
時
30
分
～
午

後
5
時
15
分
（
休
憩
1
時
間
）

※
土
曜
日
勤
務
、
ま
た
早
出
勤
務
の

場
合
あ
り

【
時
給
】
８
４
０
円

【
申
し
込
み
】1
月
26
日（
金
）ま
で
に
、

履
歴
書
、
免
許
証
の
写
し
を
提
出

問
こ
ど
も
未
来
課

（
☎
82
・
２
２
３
６
／
IP
☎
88
・
９
０
８
０
）

■
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　
給
食
調
理
員
補
助　
（
臨
時
職
員
）

【
募
集
人
員
】
若
干
名

【
勤
務
場
所
】
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

【
要
件
】
市
内
在
住
の
63
歳
未
満
の
人

【
雇
用
期
間
】
2
月
1
日
（
木
）
～

　

3
月
31
日
（
土
）

【
勤
務
時
間
】
午
前
8
時
30
分
～
午

後
3
時
30
分
（
休
憩
1
時
間
）

【
休
日
】
土
・
日
・
祝
日
お
よ
び
給

食
調
理
不
稼
働
日

【
時
給
】
８
４
０
円

【
申
し
込
み
】
1
月
12
日
（
金
）
ま
で

に
、
履
歴
書
を
提
出

問
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

（
☎
82
・
３
７
８
４
）

■
医
療
介
護
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー

　
専
門
員
（
臨
時
職
員
）

【
募
集
人
員
】
2
名

【
職
務
内
容
】
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
お
よ
び
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
に
関
わ
る
業
務

【
勤
務
場
所
】医
療
介
護
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー

【
要
件
】
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
65
歳
未
満
の
人

○
保
健
師　
○
社
会
福
祉
士

○
介
護
支
援
専
門
員

【
雇
用
期
間
】
2
月
1
日
（
木
）
～

　

3
月
31
日
（
土
）

【
勤
務
時
間
】
午
前
8
時
30
分
～
午

後
5
時
15
分
（
休
憩
1
時
間
）

【
休
日
】
土
・
日
・
祝
日

【
申
し
込
み
】
1
月
15
日
（
月
）
ま

で
に
履
歴
書
を
持
参 

問
医
療
介
護
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー

（
☎
85
・
２
５
０
０
）

■
総
合
体
育
館
・
室
内
温
水
プ
ー
ル

　
プ
ー
ル
監
視
員
（
臨
時
職
員
）

【
募
集
人
員
】
若
干
名

【
要
件
】
62
歳
未
満
で
週
2
・
3
日

（
土
・
日
・
祝
日
含
む
）
勤
務
可

能
な
人　

※
高
校
生
以
下
不
可

【
勤
務
時
間
】
午
前
9
時
～
午
後
9

時
ま
で
の
２
交
代
制
（
時
間
帯
に

つ
い
て
相
談
可
）

【
休
館
日
】
毎
週
火
曜
日
（
祝
日
の

場
合
、
翌
日
休
館
）
年
末
年
始

【
時
給
】
８
０
０
円
（
昼
間
）
～

　
８
４
０
円
（
夜
間
）

【
申
し
込
み
】
履
歴
書
を
提
出

※ 

随
時
募
集
中

問
総
合
体
育
館

（
☎
82
・
６
５
６
１
／
IP
☎
82
・
０
5
１
１
）

■
さ
ん
と
ぴ
あ
榛
原

　
介
護
職
員
（
臨
時
職
員
）

【
募
集
人
員
】
若
干
名

【
要
件
】
60
歳
未
満

【
時
給
】
８
５
０
円
～

　

介
護
福
祉
士
資
格
取
得
者
に
は
優

遇
措
置
あ
り

【
勤
務
体
制
】
日
勤
・
夜
勤
な
ど
相

談
に
応
じ
ま
す

【
申
し
込
み
】
履
歴
書
・
資
格
証
明
書

の
写
し
を
提
出

※ 

随
時
募
集
中

問
さ
ん
と
ぴ
あ
榛
原

（
☎
85
・
２
５
２
５
／
IP
☎
88
・
９
０
６
５
）

宇陀市国民健康保険直営診療所から
　　　　　　診療時間変更のお知らせ

【東里診療所】　診療時間が変更します。
 　　　　〈月曜日〉　13：30 ～ 17：00
　　　　〈水曜日〉　16：30 ～ 19：00

【田口診療所】　診療時間は変更ありません。  
 　※両診療所の嶌嵜先生の診療は、市立病院および奈良県
へき地医療支援機構からの医師による代診になります。

問健康増進課（☎ 82・3692/IP ☎ 88・9087）
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88-909882-5673

 課　名 IP電話 ダイヤルイン  課　名 IP電話 ダイヤルイン 施　設　名 IP電話 ダイヤルイン

議会事務局 88-908282-5771
秘書広報情報課88-908382-3912
管財課 88-908482-3632
人事課 88-906982-1303
総務課
（市役所内代表）

88-906882-1302
88-909982-1301

危機管理課 88-907082-1304
企画課 88-907482-1362
財政課 88-907182-1305
徴収対策課 88-908582-3643
税務課 88-907282-1306
まちづくり支援課 88-909482-3910
市民課 82-214388-9076
保険年金課 88-908682-3672
環境対策課 88-907882-2202

介護福祉課 88-908882-3675
こども未来課 88-908082-2236
厚生保護課 88-907982-2221
商工観光課 88-9081
農林課（農業委員会） 88-9090

82-5874
地籍調査課

建設課

産業企画課
88-9091
88-9075

82-5608
88-909282-5624

82-3674公園課 88-9093
まちづくり推進課

88-909582-5638
公営住宅課 88-909682-5642

82-3679

【市役所】
教育総務課 88-925982-3973
生涯学習課 88-936482-3975
文化財課 88-936582-3976

【教育委員会】

88-9114大宇陀地域市民課 88-9195
88-9187菟田野地域市民課 88-9188
88-9181室生地域市民課88-9182

【地域事務所】
大宇陀地域
事務所

菟田野地域
事務所

室生地域
事務所

83-2251

84-2521

92-2001

88-9067
88-9104

下水道課【水道局内】 82-5627

水道局

【公共施設】
（代）
82-2185

人権推進課 88-907782-2147

市中央公民館 88-918083-0551
菟田野分館 88-919084-3521
榛原分館 82-337782-0374

【公民館】

室生分館 92-249692-2496健康増進課 88-908782-3692

■公共施設IP電話番号・ダイヤルイン番号

出納室

82-2457

総合体育館

88-948085-2500
84-9925子育て支援センター

医療介護あんしんセンター

82-0511 82-6561
84-9925

中央図書館（奈良カエデの郷ひらら内）
　 　 　 　 ☎ 82 － 4749・IP 88 － 9110
　　　　　開館時間：9:30～17:00
　大宇陀図書館　☎ 83 － 0976
　　　　　開館時間：9:00 ～ 17:00

1月の休館日  1～4・8・9・16・23・30日

（中央図書館）
★おはなし会 ( 約 30 分）
   1 月13 日（土）10：30～　場所：ひらら内

（大宇陀図書館）
★おはなし会 ( 約 60 分）
   1 月20 日（土）10：30～　場所：和室（2F）
★映画会（約25 分）『水神さまと虹の橋』ほか
　1 月27 日（土）10：30 ～　　　　場所：研修室（１F）

玩槭文庫 (がんしゅくぶんこ ) だより
新春特集「古い日本の郷土玩具」
　古くからある日本の郷土玩具は、神社仏閣の縁
起物や、お土産玩具として各地に広まり、今も作
り続けられています。こうした郷土玩具の素朴な
姿にひかれた愛好家たちによって紹介された玩具
たちの本や絵図を特集します。

奈良カエデの郷ひらら 内☎ 84 ・ 2888 開室日（土・日）
10：00 〜16：00

消防団出初式開催
　1 月 21 日（日）

午前 10 時から
    大宇陀ふれあい交流ドーム

午前 10 時　式典開始
【会場】文化会館（大宇陀拾生）
【対象】平成 9 年４月２日～
　平成 10 年４月１日生まれの方 
問 生涯学習課（☎ 82・3975 ／ IP ☎ 88・9364）

成人式開催
 1 月 8 日（祝）

1 月の文化会館だより 
かぎろひホールの催し　　　　　　　　　　　　 　

　
（12 月 7 日現在）

日 曜日 催し物案内 主催者 時間 対象

8 月 平成 30 年
宇陀市成人式

宇陀市
宇陀市教育委員会 開式 10：00 関係者

20 土 城から宇陀の歴史を
考える 宇陀市教育委員会 開場 12：30

開演 13：30
一般

（無料）

  展示ホールの催し　　　
　■『天武・持統朝と宇陀』
　　　文祢麻呂や壬申の乱関係の展示　
　【展示期間】1 月 31 日（水）～ 2 月 10 日（土）

　1 月の休館日（1 ～ 4・8・9・16・23・30 日）
                         問宇陀市文化会館（☎ 83・0977）

問 危機管理課（☎ 82・1304 ／ IP ☎ 88・9070）
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